
現行及び次期｢新させぼっ子未来プラン｣の対比表について 

１／４ 

現行計画 次期計画[案] 差異に係る特記事項 

第１章 計画の基本的な考え方 第１章 計画の概要 ※文言整理 

１ 計画策定の背景と趣旨 

(1)計画策定の背景 

●子どもと子育てを取り巻く環境の変化 

●平成２７年４月の｢子ども・子育て支援新制度｣のスタート、次世代育成支援対策推進法の改正 

(2)計画の趣旨 

●市民ニーズ・実態の把握、及び各種施策・事業への反映・計画的な推進 

１ 計画策定の背景と趣旨 

(1)計画策定の背景 

●子どもと子育てを取り巻く環境の変化 

●国の｢人づくり革命｣としての幼児教育・保育の無償化の動きなど 

(2)計画の趣旨 

●市民ニーズ・実態の把握、及び各種施策・事業への反映・計画的な推進 

※｢計画策定の背景｣について、国の動向等における

時点修正 

２ 計画の名称 

●｢新させぼっ子未来プラン｣ 

２ 計画の名称 

●｢すくすく子ども未来プラン｣  
※計画名称の変更 

３ 計画の位置づけ 

●佐世保市総合計画を上位計画とし、本市における子どもと子育てに関する施策を総合的に推

進するための計画 

●｢次世代育成支援対策推進法｣に基づく市町村行動計画、｢子ども・子育て支援法｣に基づく市

町村事業計画として位置づけ 

３ 計画の位置づけ 

●佐世保市総合計画を上位計画とし、本市における子どもと子育てに関する施策を総合的に推

進するための計画 

●｢次世代育成支援対策推進法｣に基づく市町村行動計画、｢子ども・子育て支援法｣に基づく市

町村事業計画、｢母子及び父子並びに寡婦福祉法｣に基づく自立促進計画、｢子どもの貧困

対策の推進に関する法律｣に基づく市町村計画として位置づけ 

※｢母子及び父子並びに寡婦福祉法｣に基づく自立

促進計画、｢子どもの貧困対策の推進に関する法

律｣に基づく市町村計画としての位置づけ追記 

４ 計画期間 

●平成２７年度から平成３１年度までの５カ年計画 

●必要に応じて計画期間中においても見直しを行う 

４ 計画期間 

●令和２年度から令和６年度までの５カ年計画 

●必要に応じて計画期間中においても見直しを行う 

※計画期間の更新 

５ 計画の策定体制 

(1)佐世保市子ども・子育て会議 

(2)市民アンケート調査等の実施 

(3)パブリックコメントの実施 

５ 計画の策定体制 

(1)佐世保市子ども・子育て会議 

(2)市民アンケート調査等の実施 

(3)パブリックコメントの実施 

 

第２章 現状と課題 第２章 現状と課題  

１ 子どもと子育てを取り巻く社会情勢 

(1)少子化の進行 

(2)子どもの貧困 

(3)核家族化 

(4)共働き世帯の増加 

１ 佐世保市の子どもと子育てを取り巻く現状と課題 

(1)少子化の進行 

(2)子どもの貧困 

(3)核家族化 

(4)共働き世帯の増加 

(5)佐世保市におけるこれまでの取り組み 

(6)市民アンケート調査結果と分析の概要 

(7)様々な環境変化から見る佐世保市の今後の課題 

※第２章中、現行プランの｢１ 子どもと子育てを取り巻

く社会情勢｣及び｢２ 佐世保市の子どもと子育てを

取り巻く現状と課題｣の内容について、｢１ 佐世保

市の子どもと子育てを取り巻く現状と課題｣に項目を

一本化して編集 

２ 佐世保市の子どもと子育てを取り巻く現状と課題 

(1)佐世保市における子どもと子育ての現状 

①出生数・合計特殊出生率の推移 

②子どもの数の推移 

③子どもの数の推計 

④在宅・保育所利用・幼稚園利用の状況 

(2)佐世保市におけるこれまでの取り組み 

(3)市民アンケート調査結果と分析の概要 

(4)様々な環境変化から見る佐世保市の今後の課題 



 

２／４ 

現行計画 次期計画[案] 差異に係る特記事項 

第３章 計画の基本方針 第３章 計画の基本方針 
 

１ 基本理念 

【佐世保市が目指す姿】 

●心豊かな人を育むまち 

子どもを安心して産み、楽しく育て、子どもが健やかに成長できる環境づくりが進んでいます。 

〔基本理念〕 

●｢子どもの最善の利益｣が実現できるよう、子どもの視点に立ち、全ての子どもが健やかに成長で

きるまちになることを目指します。 

●保護者が、子育てや子どもの成長に喜びや生きがいを感じることができるまちになることを目指

します。 

●地域や社会全体が、子どもと子育てを支え、保護者に寄り添い、子育てに対する負担や不安、

孤立感を和らげることのできるまちになることを目指します。 

１ 将来像 

【佐世保市が目指す都市像】 

●育み、学び、認め合う「人財」育成都市 

【望まれる姿】 

●子どもを安心して産み、楽しく育て、子どもが健やかに成長できるまち 
※目指す姿及び基本理念を将来像に包含させる形で

整理 

２ 基本的な方向性 

(1)子どもを安心して産み育てることのできる環境の充実 

(2)地域での子どもと子育ての支援 

(3)子育てと仕事の両立支援 

(4)幼児教育・保育の質の向上 

(5)計画推進のための包括的サポート 

２ 施策の推進 

(1)母子保健の推進と安心な育児環境の充実 

(2)地域での子どもと子育ての支援 

(3)幼児教育・保育の充実 

※カテゴリーの修正〔基本的な方向性⇒施策〕及び 

施策設定の整理 

３ 計画体系 

 基本理念～基本的な方向性～施策～具体的な取り組み 

３ 計画体系 

 将来像～施策～施策の方向性～具体的な取組 
※上記の修正・整理を踏まえた記載 

 
４ 包括的重点プロジェクト 

(1)プロジェクトの位置づけ 

(2)推進にあたって 

(3)プロジェクトの内容 

 ①子どもの心身の安全を守るプロジェクト 

 ②子どもの貧困対策プロジェクト 佐世保市子どもの貧困対策計画 

 ③ワークライフバランス推進プロジェクト 

 ④市民目線での子育て情報発信プロジェクト 

※施策間連携及び重点化の視点から、各施策を横断

牽引する取組要素を束ねる｢包括的重点プロジェク

ト｣の設定 

 

 

 

 



３／４ 

現行計画 次期計画[案] 差異に係る特記事項 

第４章 今後の具体的な方向性 第４章 具体的な取組  

１ 子どもを安心して産み育てることのできる環境の充実 

(1)母子の健康管理への支援 

(2)子どもの心の安らかな発達の促進と育児不安の軽減 

(3)子どもの発達支援 

 

１ 母子保健の推進と安心な育児環境の充実 

(1)妊娠・出産等に関する知識の普及 

(2)母子への切れ目ない支援と育児不安の軽減 

〔取組〕ひとり親家庭等の自立促進 佐世保市ひとり親家庭等自立促進計画 

(3)子どもの療育と発達支援 

(4)経済的支援の充実 

※各施策における具体的な取組の設定整理 

※施策ごとに KPI、取組内容、市民等に求められる姿

勢・役割の記載 

※地域子ども・子育て支援事業〔１３事業〕に関わる具

体的な取組において、量の見込み・確保方策に係

る指標の記載 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊｢３ 幼児教育・保育の充実 (1)幼児教育・保育に

おける量の確保と質の向上｣の中で整理 

 

＊｢包括的重点プロジェクト ③市民目線での子育て

情報発信プロジェクト｣の中で整理 

 

２ 地域での子どもと子育て支援 

(1)地域における子育て支援の充実 

(2)地域における子どもの健全育成 

(3)子育て援助体制の充実 

２ 地域での子どもと子育て支援 

(1)地域における子育て支援の充実 

(2)地域における子どもの健全育成 

３ 子育てと仕事の両立支援 

(1)幼児教育・保育サービスの充実 

(2)留守家庭児童の居場所づくり 

(3)事業者の子育てに対する理解促進 

３ 幼児教育・保育の充実 

(1)幼児教育・保育における量の確保と質の向上 

(2)幼児教育・保育における多様な事業・サービスの展開 

 ４ 幼児教育・保育の質の向上 

(1)｢幼児教育センター｣を拠点とした多様な幼児教育・保育の推進 

 

 ５ 計画推進のための包括的サポート 

(1)情報発信 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



４／４ 

現行計画 次期計画[案] 差異に係る特記事項 

第５章 子ども・子育て支援事業計画 第５章 子ども・子育て支援事業計画  

１ 教育・保育提供区域の設定 １ 教育・保育提供区域の設定 
 

 

２ 教育・保育の量の見込み及び提供体制の確保内容・実施時期 

(1)量の見込みの算出方法 

(2)量の見込みと確保方策 

２ 教育・保育の量の見込み及び提供体制の確保内容・実施時期 

(1)量の見込みの算出方法 

(2)量の見込みと確保方策 

※教育・保育の量の見込みの区域別〔市内６エリア〕

設定 

３ 地域子ども・子育て支援事業の量の見込み及び提供体制の確保内容・実施時期 

(1)量の見込みの算出方法 

(2)量の見込みと確保方策 

①～⑪事業 

３ 地域子ども・子育て支援事業の量の見込み及び提供体制の確保内容・実施時期 

(1)量の見込みの算出方法 

(2)量の見込みと確保方策 

①～⑬事業 

※地域子ども・子育て支援事業 

 ⑫実費徴収に係る補足給付を行う事業 

 ⑬多様な事業者の参入促進事業・能力活用事業 

 の計上・記載 

４ 子ども・子育て支援給付に係る教育・保育の一体的提供及び当該教育・保育の推進に関する 

体制の確保 

(1)認定こども園の普及に係る基本的考え方 

(2)教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の役割と提供の必要性等に係る基本的考え方 

及びその推進方策 

(3)地域における教育・保育施設及び地域型保育事業を行う者の連携並びに幼稚園、保育所 

及び認定こども園と小学校等との連携の推進方策 

４ 子ども・子育て支援給付に係る教育・保育の一体的提供及び当該教育・保育の推進に関する 

体制の確保 

(1)認定こども園の普及に係る基本的考え方 

(2)教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の役割と提供の必要性等に係る基本的考え方 

及びその推進方策 

(3)地域における教育・保育施設及び地域型保育事業を行う者の連携並びに幼稚園、保育所 

及び認定こども園と小学校等との連携の推進方策 

 

第６章 計画の推進体制 第６章 計画の推進体制  

１ 計画の推進と進捗管理 

(1)計画の推進にあたって 

(2)計画の進捗管理と点検・評価 

１ 計画の推進と進捗管理 

(1)計画の推進にあたって 

(2)計画の進捗管理と点検・評価 

 

 

 

 

 

 


